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寝屋川市農業委員会議事録
寝屋川市農業委員会
寝屋川市農業委員会総会議事録

１　開催日時　　令和７年８月14日（木）午後１時30分から午後２時56分
２　開催場所　　寝屋川市役所　議会棟５階　第２委員会室
３　出席委員（15名）　※番号は席番号
１番　北川　康裕　　　　　　　　　　　　　２番　滝本　多美子　
３番　入江　剛　　　　　　　　　　　　　　４番　南　　昌男（会長）　　　　　　　　　
５番　川口　智之　　　　　　　　　　　　　６番　津澤　謙次　　　
７番　枡井　信仁　　　　　　　　　　　　　８番　金谷　伸太郎（農政企画委員長）　　　　　　　　　　　　　　　　
９番　川口　茂明（農地調整委員長）　　　　12番　森田　隆義
13番　小橋　牧子　　　　　　　　　　　　　14番　田中　久治
15番　堤下　敏　　　　　　　　　　　　　　16番　田中　悦子
17番　溝口　透（会長職務代理者）　　　　　　　　　　　　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
４　欠席委員（２名）
10番　筏　眞智子　　　　　　　　　　　　　11番　田伐　厚子
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
５　遅刻委員（０名）
６　議事日程
第１　議案第７号　農地法第３条第１項による許可について
第２　議案第８号　特定農地貸付けの承認申請について
第３　報告第14号　農地法第18条第６項による合意解約について
第４　報告第15号　農地法第４条第１項第６号による転用届出に係る専決報告について
第５　報告第16号　農業経営基盤強化促進法に基づく農用地利用集積計画の変更について
　 ７　農業委員会事務局職員

　  局長　北川　博紀　　　　　　　　　　　　　係長　津川　育大
職員　谷内　奈央          　　　　　　　　職員　田中　孝雅
８　議長　会長　南　昌男
９　会議の概要
（　午後１時30分　開会　）
議長　　  　　　　 ただいまから８月の委員会総会を始めさせていただきます。
　　　　　　　　　本日は、委員１名が欠席ですので、委員17名のうち16名が出席し、出
席委員は過半数以上で総会は成立いたします。

寝屋川市農業委員会会議規則により会長が総会の議長を務めることになっておりますため、議事を進行させていただきます。
  それでは、議事に入らせていただきます。
議案第７号「農地法第３条第１項による許可について」事務局から説明をお願いします。
事務局
（議案第７号　件番１朗読）
　　　　　　　  　 件番１につきまして、場所は、寝屋川公園内の第２野球場沿いの水道道を北へ少し進んだ一団の農地が広がる一角でございます。

本件は、譲渡人から息子の譲受人へ贈与されるため申請がありました。

全部効率利用要件については、所有農地に遊休農地及び無断転用がない
ことを現地確認しております。

農機具等は、トラクター、田植機、コンバイン、乾燥機、籾摺機、計量
機を各一台所有されています。

通作距離は約15㎞、車で約35分です。

そして、農作業常時従事要件については、譲受人本人と母親が年間100日、譲受人の父親である譲渡人が年間120日従事されるとのことです。

地域との調和要件については、地域の水利調整への参加や、地域の農薬の使用方法といった、周辺農地の農業上の利用に支障をきたすおそれがないと認められるため、問題ございません。

現況は写真のとおりです。
（議案第７号　件番２朗読）
　　　　　　　　　　件番２につきまして、場所は、国史跡高宮廃寺跡の南西側、第二京阪道路の北側でございます。

本件は、譲受人の祖父が生前残された遺言公正証書により、相続人に含まれていない譲受人が特定遺贈を受け、農地を取得するため申請がありました。

全部効率利用要件については、所有農地に遊休農地及び無断転用がないことを現地確認しております。

農機具等は、トラクター、田植機、コンバイン、耕運機、草刈り機、軽貨物トラックを各１台所有されています。

通作距離は約0.2㎞、徒歩で約５分です。

そして、農作業常時従事要件については、譲受人本人が年間120日、母親が年間100日、父親が年間80日、祖母が年間60日従事されるとのことです。

地域との調和要件については、地域の水利調整への参加や、地域の農薬の使用方法といった、周辺農地の農業上の利用に支障をきたすおそれがないと認められるため、問題ございません。

　現況は写真のとおりです。
（議案第７号　件番３朗読）
件番３につきまして、場所は、第二京阪道路の北側、国道170号大阪外環状線の東側でございます。

本件は、譲渡人や他持分所有者が高齢のため耕作がされておらず、農地パトロールにより指導対象となっていましたが、譲渡人から娘の譲受人へ贈与され、譲受人が耕作されていくということで申請がありました。

全部効率利用要件については、所有農地に遊休農地及び無断転用がないことを現地確認しております。

農機具等は、トラクター、耕運機を各１台所有されています。

通作距離は約1.2㎞、車で約10分です。

そして、農作業常時従事要件については、譲受人本人とその夫が年間100日従事されるとのことです。

地域との調和要件については、地域の水利調整への参加や、地域の農薬の使用方法といった、周辺農地の農業上の利用に支障をきたすおそれがないと認められるため、問題ございません。

　現況は写真のとおりです。

以上でございます。
議長　　　　　　 本件につきまして、８月５日の農地調整委員会で審議しましたので、農地
調整委員長から追加の説明等がございましたらお願いします。
農地調整委員長　  件番１、２については、写真のとおり良好な耕作状況で、今後も引き続
き世帯内で耕作されるということですので、問題ないと考えます。
　件番３については、トラクターが入れづらい場所なので、耕作が大変だ
ろうと思いますが、譲受人は所有農地を適正に耕作されているということ
ですので、問題ないと考えます。引き続き農地パトロール等で確認を行い
ましょう。
議長　　　　　　  件番１について何かご質問等ございますか。
（「なし」の声あり）

ご質問等がないようです。
それでは、件番１について、許可するものとしてご異議ございませんか。
（「異議なし」の声あり）
議長　　　　　　　ご異議がないようですので許可いたします。
　　　　　　　　　件番２について、何かご質問等ございますか。
（「なし」の声あり）

ご質問等がないようです。
それでは、件番２について、許可するものとしてご異議ございませんか。
（「異議なし」の声あり）
ご異議がないようですので許可いたします。
件番３について、何かご質問等ございますか。

（「なし」の声あり）

ご質問等がないようです。

それでは、件番３について、許可するものとしてご異議ございませんか。

（「異議なし」の声あり）

ご異議がないようですので許可いたします。
続きまして、議案第８号「特定農地貸付けの承認申請について」事務局
から説明をお願いします。

事務局
（議案第８号　件番１朗読）
　　　　　　　件番１につきまして、場所は門真市との市境付近東側、大東市との市境
付近北側でございます。

本件は、相続後耕作がされておらず農地パトロールにより指導対象とな
っていましたが、市都市一課が取り組んでいる農地マッチング事業を活用
され、マッチング成立となり、借受人である申請者が１区画約12㎡を月額
2,640円で64区画の貸付予定です。

水に関しては、南側にある水路からポンプで汲み上げ、貯水タンクに溜
めて利用される予定です。

また、整備費用については、市都市一課が取り組んでいる貸農園整備事
業補助金を活用される予定です。

　　　　　　　現況は写真のとおりです。
以上でございます。
議長　　　　　　　本件につきましても、８月５日の農地調整委員会で審議しましたので、
農地調整委員長から追加の説明等がございましたらお願いします。
委員長　　　　　　　本件は、遊休農地として指導を行っていたものが解消され、農地として
残るということは、良いことだと思います。
　　　　　　　　　　市内でも貸農園を開設されている方ですので、問題ないと考えます。
議長　　　　　　　件番１について何かご質問等ございますか。
（「なし」の声あり）

ご質問等がないようです。
それでは、件番１について、許可するものとしてご異議ございませんか。
（「異議なし」の声あり）
議長　　　　　　　ご異議がないようですので許可いたします。
　　　　　　　　　続きまして、報告に移らせていただきます。
　　　　　　　　　報告第14号「農地法第18条第６項による合意解約の通知について」事
務局から説明をお願いします。

事務局
（報告第14号　件番１朗読）
　 　　　　　　件番１につきまして、場所は、旧市立梅が丘小学校の南側でございます。

　　　　　　　 本件は、７月17日に受付を行い、７月23日に地区担当委員と現地確認
を行い、７月28日に会長専決により届出を受理いたしました。

　　　　　　　 現況は写真のとおりで、農地パトロールで遊休農地として指導対象とな
っていますが、所有者は高齢で耕作ができないとのことで、農地マッチン
グ事業の活用を検討されています。
以上でございます。
議長　　　　　　　件番１につきまして、地区担当委員から追加の説明等がございましたら
お願いします。
地区担当委員　　  事務局の説明のとおりですが、当該地はイノシシの通り道なので、農地
マッチング事業を活用される場合は、借りられる方によってその対策が必要となると考えます。
　　　　　　　　　
議長　　　　　　　件番１について、何かご質問等ございますか。
（「なし」の声あり）

ご質問等がないようです。
続きまして、報告第15号「農地法第４条第１項第７号による転用届出に
係る専決報告について」事務局から説明をお願いします。

事務局
（報告第15号　件番１朗読）
　　　　　　　件番１につきまして、場所は、市立神田小学校の北側でございます。

本件は、７月１日に受付をし、７月９日に地区担当委員と現地確認を行
い、７月28日に会長専決により届出を受理いたしました。

当該地は、元々田であった土地を分筆され、一部を農地として残し、息
子の一戸建て住宅を建てられます。

雨水排水については、北側の雨水桝へ排水される予定です。

現況は写真のとおりです。
以上でございます。

議長　　　　　　  件番１につきまして、地区担当委員から追加の説明等がございましたら
お願いします。
地区担当委員　　　  畑をされていたところに息子の住宅を建てるということで、排水も適切
にされる計画でしたので、問題ないと考えます。
議長　　　　　　　件番１について、何かご質問等ございますか。
（「なし」の声あり）

ご質問等がないようです。
続きまして、報告第16号「農業経営基盤強化促進法に基づく農用地利用集積計画の変更について」事務局から説明をお願いします。

事務局
（報告第16号　件番１朗読）
　
件番１につきまして、門真市との市境付近東側、大東市との市境付近北側でございます。

　　　　　　　　　本件は、農業経営基盤強化促進法により利用権を設定し、令和４年８月
９日から令和７年８月８日までの３年間の貸借契約を交わされていましたが、延長するため、令和10年８月８日までの６年間の貸借期間に変更するということで、市に貸借期間変更届出があり、その旨通知がありましたので、報告いたします。

　　　　　　　　　現況は写真のとおりです。
　　　　　　　　　以上でございます。
議長　　　　　　　件番１について、何かご質問等ございますか。
（「なし」の声あり）

ご質問等がないようです。
　　　　　　　　　　続きまして、その他事務局から何か報告等ございますか。
　事務局　　　　　　事務局から４点ございます。
　　　　　　　　　　１点目は、「ねやがわし農業委員会だより第97号について」ご説明申し
上げます。
（編集方針について報告）
　　　　　　　　　　２点目は、「賃借料調査について」ご説明申し上げます。
　
（12月に実施する旨を報告）
　　　　　　　　　　３点目は、「令和６年度第２回農地パトロール実施報告について」ご説明
申し上げます。

（実施結果について報告）
　　　　　　　　　　４点目は、「令和７年度第１回農地パトロールについて」ご説明申し上げ
ます。
（実施内容について報告）
　　　　　　　　　　以上でございます。
議長　　　　　　  以上をもちまして、８月の委員会総会を閉会させていただきます。
長時間にわたり慎重審議いただきましてありがとうございました。

（　午後２時56分　閉会　）
前記は、会議のてんまつを記載したものに相違なく、ここに署名捺印する。

令和７年８月14日

寝屋川市農業委員会
会長　南　　昌　男
署名委員　　　　　　　　　　　　
署名委員　　　　　　　　　　　　
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